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【手続補正書】
【提出日】平成22年10月14日(2010.10.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
建造物の屋上下地に形成される防水層と、この防水層の上面に設置される保水給排水手段
と、この保水給排水手段の内部に形成される客土層とを有してなる植栽装置において、前
記客土層中又は客土層表面に設けられ植物の根を土中において固定するための植物根係着
手段と、この植物根係着手段を下地に固定するための固定手段とを具えてなる植栽装置。
【請求項２】
請求項１記載の植栽装置において、前記植物根係着手段は多孔体で構成したことを特徴と
する植栽装置。
【請求項３】
請求項２記載の植栽装置において、植物根係着手段を構成する前記多孔体は網体で構成し
たことを特徴とする植栽装置。
【請求項４】
請求項２記載の植栽装置において、植物根係着手段を構成する前記多孔体は格子状体で構
成したことを特徴とする植栽装置。
【請求項５】
請求項２記載の植栽装置において、植物根係着手段を構成する前記多孔体は多孔板で構成
したことを特徴とする植栽装置。
【請求項６】
請求項２ないし５いずれか記載の植栽装置において、前記多孔体は金属材およびまたは又
は樹脂材で構成したことを特徴とする植栽装置。
【請求項７】
請求項１ないし６いずれか記載の植栽装置において、植物根係着手段の固定手段は、土壌
の揺動防止、防風ネット等の係止、植物の根張り促進等のために、下地に固着されて土壌
中から土壌上方かけて立設される多機能突起体により構成したことを特徴とする植栽装置
。
【請求項８】
請求項７記載の植栽装置において、多機能突起体は断面台形をなす円錐体形状をなして上
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底面を有し下底面は開口する中空体により構成するとともに、前記中空体は基部とこれに
着脱可能な頂部を具えて、前記頂部の着脱により中空体の高さ調整を自在になし得るよう
にしことを特徴とする植栽装置。
【請求項９】
請求項１ないし８いずれか記載の植栽装置において、土壌層と建造物の屋上、屋根等にお
ける下地との間には、以下のものが介装されていることを特徴とする植栽装置。
イ：下地に設けられる防水層
ロ：植物根の防水層への侵出を防止するために前記防水層上に形成される防根層
ハ：防根層の上に形成される保水・保護シート
ニ：保水・保護シート上に設置され保持した水分を植物の根部に供給するとともに積層さ
れる土壌を把持するための給・排水基盤
【請求項１０】
請求項９記載の植栽装置において、保水・保護シートと多機能突起体との係合は保水・保
護シートに形成したスリットに多機能突起体を係合してなされ、給・排水基盤と保水・保
護シートとの係合は給・排水基盤の底面に形成した孔部を介してなされるようにしたこと
を特徴とする植栽装置。
【請求項１１】
請求項９又は１０いずれか記載の植栽装置において、前記給・排水基盤は保水部と排水部
とを有し、前記排水部は、縦横に交叉連通して形成される通直管により構成され、前記保
水部は各通直管により囲繞されて形成される凹部空間により構成したことを特徴とする植
栽装置。
【請求項１２】
請求項９又は１１いずれか記載の植栽装置において、客土層に大気を循環させるための通
気機構を設け、この通気機構を前記多機能突起体の頂部に形成した透孔と、排水部に形成
した貫通小孔とで構成し、大気が前記中空体、前記排水部、土壌層を介して循環可能にし
たことを特徴とする植栽装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】植物根の係着を強化した植栽装置
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、屋上その他の緑化装置としての植栽装置、詳しくは植物根の定着を容易に
するとともに植物が高所における風の吹き上げに耐えられるようにした植栽装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
近年、建造物の屋上やその他の空間に大規模に植物を植栽し、都市部における無機的な空
間の緑化を図る試みが盛んになされるようになっている。
このような時、多くの場合は、建造物等のスラブ面の防水層上に押えのコンクリート層を
形成し、この上に、植栽層として、砂、砂利等からなる砂利層と、客土層を順次積層して
植物を植栽するようにしている。
【０００３】
　しかしながら、植物にとって十分な保水性、排水性を得るためには、防水層にかなりの
土砂を導入する必要があり、しかもコンクリート層はかなりの重量を有するため、これら
の重量が建造物に悪影響を及ぼすという問題がある。そこで、本出願人は、先に保水性、
排水性に優れた軽量の植栽装置を開示している（例えば特許２５３１５４２号公報参照）
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。
【０００４】
　この植栽装置は、建造物の屋上等に形成されているスラブ面に防水層を固定するととも
に、この防水層の上面に、不織布等を有する保水材と、凹部及び凸部２を有するドレイン
板等とからなる保水給排水手段を設け、さらにこの保水給排水手段の上方に砂利層および
客土層からなる植栽層を積層したものとなっており、前記保水給排水手段等によって適正
な保水性、排水性を得られるものとなっている。
このため、排水を考慮して設けられていたコンクリート層が不要となり、保水性の向上に
よって植栽層も草木の根毛の長さなどを考慮した必要最小限の厚さ、例えば５０ｍｍ程度
に設定することが可能となっている。
【０００５】
　このように、の植栽装置の進化により装置全体が軽量化され、建造物に対する悪影響を
回避し得るという優れた効果が得られるようになったが、未だ解決すべき幾つかの課題を
包含している。
　すなわち、まず風に対する対策である。　この種の緑化装置は、建造物の屋上等、高所
に設けられることが多いが、このような高所では常に方向不規則な風が発生しており、こ
のため客土層の土壌やここに植生される苗等は容易に飛散する恐れが常にあり、その効果
的な対策は非常に難しい。
【０００６】
例えば、客土層は建造物等に対する荷重の点から出来うる限り薄く構築することが望まし
いが、これ
をあまり薄くすると植栽した植物の根が張らず、僅かの風にも倒壊してしまう。このこと
は、特に植木を植栽した場合には顕著であって、ある程度の高さに成育する植木に場合に
は、無風時でさえ正立させることが困難である。
【０００７】
　そこで、植栽装置の上面をネットで覆う風対策が従来から汎用されている。この防風ネ
ットは植栽装置に係止されることになるが、従来は下地上等の上になんらかの固定手段を
設置し客土層の上端に突出した固定手段の上端に防風ネットを係止するようにすることが
多い。
【０００８】
　一方、前記ドレイン板等を使わずに防水層を有する下地上に直接客土層（植栽層）を形
成して植物を植生させる植栽構造も多く採用されている。　この植栽構造では、下地の防
水層を保護するために防根層を形成しさらにこの防根層と客土層との間に緩衝材として不
織布等による保護層が形成される。
そして、防根層上に固着された複数の固定手段は保護層上に突出して客土層中に散在する
状態となっている。　このようにして、固定手段の上端は客土層の上方に臨んで、その上
端には例えば防風ネットが係止され、また、固定手段が客土層中に散在することにより客
土層の土壌の動揺を防止して風による飛散を抑制するとともに植物の根張りを良好にする
。　しかしながら、多数の固定手段を介して保護層を防根層表面に保護層を能率的に張設
することは困難な作業であり、生産コスト増大の要因となっている。
　なお、本願発明に関する文献としてつぎのようなものが存在する。
【特許文献１】特開平１１－３１８２１０号公報
【特許文献２】特開平１１－３１８２０５号公報
【特許文献３】特開２００１－８５４６号公報
【特許文献４】特開２００４－２９８１４６号公報
【特許文献５】特開２００５－１１８１０４号公報
【特許文献６】特開平１１－３２５７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　本願発明は、屋上等の下地上に形成する植栽装置において、植栽しようとする植物、特
に例えば芝の移植において根の迅速な定着を図り、芝などの適正な生育と高所における風
の吹き上げに対処できる植栽装置の提供を目的としている。　このような目的に加えてさ
らに、本願発明では、水分を植物の根部に供給するとともに積層される土壌を把持するた
めの給・排水基盤と、この給・排水基盤の下地へ固定をなすとともに土壌層の土壌の揺動
防止、防風ネット等の係止、植物の根張り促進等のために防根層に固定される多機能突起
体を具えるとともに、多数の前記多機能突起体と給・排水基盤その他との係合を容易にし
てコストが低廉で植物育成機能に優れた植栽装置の提供を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願発明は、建造物の屋上下地に形成される防水層と、この防水層の上面に設置される
保水給排水手段と、この保水給排水手段の内部に形成される客土層とを有してなる植栽装
置において、前記客土層中又は客土層表面に設けられ植物の根を土中において固定するた
めの植物根係着手段と、この植物根係着手段を下地に固定するための固定手段とを具える
ように構成して上記従来の課題を解決しようとするものである。
【００１１】
上記の植栽装置において、前記植物根係着手段は多孔体で構成することがある。
【００１２】
上記の植栽装置において、植物根係着手段を構成する前記多孔体は網体で構成することが
ある。
【００１３】
上記の植栽装置において、植物根係着手段を構成する前記多孔体は格子状体で構成するこ
とがある。
【００１４】
上記の植栽装置において、植物根係着手段を構成する前記多孔体は多孔板で構成すること
がある。
【００１５】
また、段落００１１ないし００１４いずれかの植栽装置において、前記多孔体は金属材お
よびまたは又は樹脂材で構成することがある。
【００１６】
段落００１０ないし００１５いずれかの植栽装置において、植物根係着手段の固定手段は
、土壌の揺動防止、防風ネット等の係止、植物の根張り促進等のために、下地に固着され
て土壌中から土壌上方かけて立設される多機能突起体により構成することがある。
【００１７】
またさらに、段落００１６の植栽装置において、多機能突起体は断面台形をなす円錐体形
状をなして上底面を有し下底面は開口する中空体により構成するとともに、前記中空体は
基部とこれに着脱可能な頂部を具えて、前記頂部の着脱により中空体の高さ調整を自在に
なし得るように構成することがある。
【００１８】
さらにまた、上記いずれかの植栽装置において、土壌層と建造物の屋上、屋根等における
下地との間には、以下のものが介装される構成となすことがある。
イ：下地に設けられる防水層
ロ：植物根の防水層への侵出を防止するために前記防水層上に形成される防根層
ハ：防根層の上に形成される保水・保護シート
ニ：保水・保護シート上に設置され保持した水分を植物の根部に供給するとともに積層さ
れる土壌を把持するための給・排水基盤
【００１９】
段落００１８の植栽装置において、保水・保護シートと多機能突起体との係合は保水・保
護シートに形成したスリットに多機能突起体を係合してなされ、給・排水基盤と保水・保
護シートとの係合は給・排水基盤の底面に形成した孔部を介してなされるように構成する
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ことがある。
上記いずれか記載の植栽装置において、前記給・排水基盤は保水部と排水部とを有し、前
記排水部は、縦横に交叉連通して形成される通直管により構成され、前記保水部は各通直
管により囲繞されて形成される凹部空間により構成することがある。
【００２０】
上記いずれかの植栽装置において、客土層に大気を循環させるための通気機構を設け、こ
の通気機構を前記多機能突起体の頂部に形成した透孔と、排水部に形成した貫通小孔とで
構成し、大気が前記中空体、前記排水部、土壌層を介して循環可能に構成することがある
。
【発明の効果】
【００２１】
　以上のような構成により、植物根の早期定着を確実なものとし、風対策に優れ、土壌層
を薄く形成できながら植物の適正な生育が可能な植栽装置を効率よく低廉なコストで構築
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
植物根係着手段は、土壌層中又は土壌層の表面に設置することになるが、植物の根を絡ま
せて定着の促進、強化を図る意味で、各種形態の多孔体が望ましく、例えば、格子状体、
網状体が挙げられる。これらの、多孔体は耐久性を考慮して、金属材、樹脂材、陶材、石
材などが好ましい。　石材を使用する場合は、天然物として種々の多孔性岩石が存在する
からこれらを望ましくは板状に成形して用いる。
また、樹脂材で多孔体を形成する場合、場合によっては生分解性樹脂を用いると、後にな
って土壌層の整備において利便性が高まる。
【００２３】
土壌層には、植物根係着手段の固定手段として、土壌の揺動防止、防風ネット等の係止、
植物の根張り促進等のために、下地に固着される多機能突起体を土壌層中に立設する。　
この多機能突起体は上底面を有し下底面は開口する断面が台形状の中空体により構成する
とともに、前記中空体は基部とこれに着脱可能な頂部を具えて、前記頂部の着脱により中
空体の高さ調整を自在になし得るように構成し、種々の高さの土壌層に適応できるように
する。
【００２４】
そして、土壌層と建造物の屋上、屋根等における下地との間には、以下のものを介装する
ことにより、優れた機能を具備する植栽装置が得られる。
イ：下地に設けられる防水層
ロ：植物根の防水層への侵出を防止するために前記防水層上に形成される防根層
ハ：防根層の上に形成される保水・保護シート
ニ：保水・保護シート上に設置され保持した水分を植物の根部に供給するとともに積層さ
れる土壌を把持するための給・排水基盤
【００２５】
そして、保水・保護シートと多機能突起体との係合は保水・保護シートに形成したスリッ
トを介して、すなわちスリットをこじあけるようにしてなすようにして、施工効率の向上
を実現する。　なお、給・排水基盤と保水・保護シートとの係合は給・排水基盤の底面に
形成した孔部を介しておこなうようにする。
【００２６】
また、植物の適正な生育を確保するため、植栽装置には、土壌層に大気を循環させるため
の通気機構を設け、この通気機構を前記多機能突起体の頂部に形成した透孔と、排水部に
形成した貫通小孔とで構成し、大気が前記中空体、前記排水部、土壌層を介して循環可能
に構成することが望ましい。
【００２７】
また、保水・保護シートは、防根層と土壌層との間に介装され防根層の保護機能のみでな
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く緩衝層としての機能をも有する意味で、繊維、ゴム、アスファルトルーフィング等を使
用できるが、保水の見地からは繊維、不織布、アスファルトルーフィング材等が好ましい
。
【００２８】
　給・排水基盤は、樹脂材に複数の凹部、凸部を連続して一体に形成したもので構成する
。　多機能突起体は、樹脂材で形成され断面が台形状の中空体で構成し、この中空体は防
根層上の定位置に多数固着する。　保水・保護シートに前記多機能突起体の位置に対応す
る位置にスリットを形成しておいてこのスリットを介して保水・保護シートを多機能突起
体に被着しつつ防根層上に固着する。そして、給・排水基盤にも多機能突起体の位置に対
応する位置に孔部を形成しておいて、この孔部を介して給・排水基盤を多機能突起体に被
冠しつつ保水・保護シート上に固着する。
【００２９】
多機能突起体は防根層上の所定位置に複数形成し、この設置位置に対応して保水・保護シ
ートにスリットを、また給・排水基盤には孔部を形成しておいて、これらのスリット、孔
部を多機能突起体に被せるようにして保水・保護シート、給・排水基盤を防根層上に敷設
していく。
【００３０】
保水・保護シートに形成するスリットの形状は特に限定されないが、所定点を中心に放射
状に形成されたものを用いれば多機能突起体を通し易い。　また、給・排水基盤に形成す
る孔部の形状も円形、楕円形、三角形、四角形等が可能であるが、三角形が加工効率等か
ら好ましい。
【００３１】
さらに、多機能突起体は棒状体の物でも良いが、好ましくは前述のように断面が台形状を
有する中空円錐台をなすものを使用する。　防根層上に固着された多機能体としての複数
の円錐台は保水・保護シート、給・排水基盤上に突出して土壌層中に散在する状態とする
。　このようにして、円錐台の上端は土壌層の上方に臨んで、その上端には例えば防風ネ
ットが係止され、また、円錐台が土壌層中に散在することにより土壌層の土壌の動揺を防
止して風による飛散を抑制するとともに植物の根張りを良好にする。　風対策としては多
機能突起体を棒状のもので構成するより円錐台で構成するほうが効果的である。
【００３２】
防根シートは、各種の樹脂フィルムで形成され、裏面には粘着層を有して建造物の防水層
等への貼付を強固かつ容易になし得るようになっている。　フィルムを構成する樹脂とし
てはポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン
、塩ビ等が好適である。
【００３３】
　樹脂フィルムは植物根の侵出を遮断するために所定の強度を有することが不可欠である
が、施工性、運搬性、経済性等を考慮すればできるだけ薄いものが好ましい。　本願発明
者らは、実験結果の分析により、前記要求性能を具備するに必要十分なフィルム厚さを見
出した。　これによれば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）では、厚さ75ミクロン
前後、ポリエチレンでは厚さ300ミクロン前後、ポリプロピレンでは厚さ100ミクロン前後
が、好ましいことが判明した。
【００３４】
　防根シートは、防水層上に貼付され、この上には保護層を介して植物土壌層が形成され
て植物根の防水層等への侵出を防止するようになっている。　そして、防根シートの貼付
に際しては隣接する部分を重ね合わせることになるが、この重ねあわせ部分の粘着層から
植物根が侵入する可能性が生じる。しかし、一般に植物根の先端部の径は40ミクロンない
し50ミクロンである。　このため、樹脂フィルムの裏面の粘着材層の厚さを30ミクロン程
度に設定すれば、樹脂フィルムの重ね合わせ部の粘着層からの侵入は防止できることにな
る。
【００３５】
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　樹脂フィルムは、経済性、運搬性、あるいはロール状にし易い点等の見地からは薄いの
が好ましい。施工性、強度の点からあまり薄いのも問題を生じる。すなわち、あまり薄い
と施工に際して形態保持が難しく貼付時にしわが発生したり、フィルムが裂けたりする恐
れがある。　
【００３６】
そこで、この樹脂フィルムの裏面とここに形成される粘着層との間にの補強材を介装する
。この補強材は不織布および／または樹脂材および／またはゴム材および／またはアスフ
ァルト材で構成する。
【００３７】
前記防根層を構成する樹脂フィルムの表面には膜面を形成して、接着性、耐候性、強度を
向上させるようにする。　樹脂フィルムの表面は、樹脂の性質上、未処理面には接着剤が
作用し難く、このためフィルム表面に塗料による膜面を形成して接着性を付与して、種々
の場面で接着剤を有効に使用できるようにする。
また、防根シートは通常はその上部に植物栽培層等が設置され外気、紫外線から遮蔽され
るが、場合によっては一部が露出されることもあり、さらには施工現場に敷設までの一定
期間集積の必要があったたり、敷設されて表面を露出した状態で一定期間放置せざるを得
ないこともあるから、耐候性の付与は不可欠とも言える。　また、表面に塗料による膜面
を形成することでフィルム強度が増し、施工作業も容易になる。前記膜面を形成する塗料
としてはフッ素系樹脂もしくはアクリルシリコン系樹脂あるいはウレタン系樹脂を含むも
のが好適である。すなわち、膜面をフッ素樹脂もしくはアクリルシリコン系樹脂により耐
候性が、またウレタン系樹脂により形成して接着性が付与される。
【００３８】
しかし、樹脂フィルムを広く敷設する場合その重なり部あるいは樹脂はフィルム相互の突
合せ部には、
植物根の押圧力その他種々の力が作用するから、これらの部分を補強することが好ましい
。このため、防根層における樹脂フィルムの重なり部あるいは樹脂はフィルム相互の突合
せ部には裏面に粘着層を有して、植物の根の侵出を防止できる強度を具えた被覆テープを
貼付し、重なり部あるいは樹脂はフィルム相互の突合せ部の強度を補強する。該被覆テー
プのとなる樹脂テープで被覆し重なり部の強度を補強する。しかし、樹脂テープの粘着層
の厚さによっては、そこから植物根の先端が侵入するから、粘着層の厚さを植物根の侵出
先端径より小とすること、現実には、粘着層の厚さを30ミクロン程度に設定することが必
要である。この被覆テープには、植物根の樹脂フィルムの重なり部への衝突を回避させ、
重なり部の上方へ指向させる意味合いもあるから、樹脂フィルムより若干薄いものが望ま
しく、樹脂は前記樹脂フィルムと同様のもので形成する。　なお、樹脂フィルムの粘着層
の厚さが植物根の侵出先端径より小さく形成されている場合は、必ずしも前記被覆テープ
は必要ではないが、被覆テープの使用により植物根の侵出防止機能はより強化されること
になる。
【００３９】
　前記防根シートは、屋上緑化に限らず、人工栽培装置その他広く防根が必要な場合の防
根構造に使用することができる。　すなわち、この種の防根層構造は、植物が植立される
土壌層（植立層、植物栽培層）の施工面に設けられて、植物の根の侵出を防止できる強度
を有して前記施工面に貼付される樹脂フィルムと、この樹脂フィルムの裏面に形成される
粘着層とで構成される。
【００４０】
樹脂フィルムの重なり部には、当然植物根が当接し、その押圧力は強いから、植物根が重
なり部に係合しないように、なるべく樹脂フィルムの厚さを薄く必要ある。あまり、薄く
すると防根のための強度が不足することになる。したがって、薄さへの要求と強度のバラ
ンスを図る必要がある。　本願発明では、各種樹脂フィルムにより、実験によりその厚さ
の臨界値を具体的に設定したことは前述のとおりである。
【００４１】
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しかし、樹脂フィルムの重なり部には、植物根の押圧力その他種々の力が作用するから、
この部分を
補強することが好ましい。このため、防根層における樹脂フィルムの重なり部は裏面に粘
着層を有する樹脂テープで被覆し重なり部の強度を補強する。しかし、樹脂テープの粘着
層の厚さによっては、そこから植物根の先端が侵入するから、粘着層の厚さを30ミクロン
程度に設定することが必要である。この樹脂テープには、植物根の樹脂フィルムの重なり
部への衝突を回避させ、重なり部の上方へ指向させる意味合いもあるから、樹脂フィルム
より若干薄いものが望ましく、樹脂は前記樹脂フィルムと同様のもので形成する。
【実施例】
【００４２】
　以下、本願発明の１実施例を図面に基づいて説明する。
　図１は、当該実施例に係る植栽装置の一部断面図である。図において、Ａは建造物の屋
上のコンクリートスラブ面に貼着される防水層であり、この防水層Ａの上面には、植物の
毛根等の防水層への進出を防止するための樹脂製の防根層Ｂが張設されている。　また、
防根層Ｂ上には保水・保護シートＰが貼付されている。　
【００４３】
　Ｃは、保水給排水手段としての樹脂または金属製の給・排水基盤で、全面にわたり保水
部１と排水部２とが複数一体に形成されている。給・排水基盤Ｃの上部には種々の植物等
が植立される客土層Ｄがその表面に防風ネットＥを有して積層設置されている。
【００４４】
　防根層Ｂ上にはアスファルトルーフィング材による保水・保護シートＰならびに給・排
水基盤Ｃを貫通して中空の円錐台形状の多機能突起体３が固着されている。この円錐台形
状の多機能突起体３は、土壌Ｄ中に複数散在して設置され、その上端面は土壌表面に露出
していて、その頂部に、図２以下に示すような植物根係着手段Ｅとしての多孔体が係止さ
れるようになっている。　また、６は予め栽培されて所定の単位面積に切り出された移植
用芝であり、土壌面上に芝が植生された形態になっている。　この移植用芝６は、植物根
係着手段Ｅ上に載置敷設される。　この移植用芝６は風対策として植物根係着手段Ｅを介
して前記多機能突起体３に固着される。　また、風対策としては、敷設した芝面上に防風
ネット（不図示）を展張して、これを前記多機能突起体３に固着してもよい。
【００４５】
　図２は、植物根手段Ｅを構成する多孔体としての格子状体Ｅ１の1実施例を示す斜視図
で、この格子状体Ｅ１は方形の枠体２１とその開口部に張設された格子２２により形成さ
れている。　このような格子状体Ｅ１を土壌層のうえに積層して、さらにその上に前記移
植用芝６を載置敷設していく。　移植用芝６の土壌面内部には、移植時にすでに芝の根が
繁茂しており、格子状体Ｅ１上に移植されると、移植時まで芝の生育容器の底面に阻止さ
れていた芝の根は開放されて、格子状体Ｅ１に係着しつつ格子状体Ｅ１が設置される土壌
層中に急速に進出し成長する。芝は、その根が格子状体Ｅ１に絡まった状態であり、格子
状体Ｅ１は多機能突起体３を介して下地に固着されるから、風に対する対策は万全なもの
となる。
　なお、格子状体Ｅ１は金属材又は樹脂材で形成する。　そして、樹脂材による場合は生
分解性樹脂を使用することもある。また、この実施例では、植物根手段Ｅを格子状体Ｅ１
で構成したが、植物根手段Ｅは網状体で構成しても同様の効果を得られる。
【００４６】
　図３は、植物根係着手段Ｅを構成する多孔体としての多孔板Ｅ２の1実施例を示す斜視
図で、この多孔板Ｅ２は方形の板体２３とこれに形成された多数の貫通孔２４により形成
されている。　このような多孔板Ｅ２を土壌層のうえに積層して、さらにその上に前記移
植用芝６を載置敷設していく。　移植用芝６の土壌面内部には、移植時にすでに芝の根が
繁茂しており、多孔板Ｅ２上に移植されると、移植時まで芝の生育容器の底面に阻止され
ていた芝の根は開放されて、多孔板Ｅ２に係着しつつ多孔板Ｅ２が設置される土壌層中に
急速に進出し成長する。芝は、その根が多孔板Ｅ２に絡まった状態であり、多孔板Ｅ２は
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多機能突起体３を介して下地に固着されるから、風に対する対策は万全なものとなる。
　なお、格子状体Ｅ１は金属材又は樹脂材で形成する。　そして、樹脂材による場合は生
分解性樹脂を使用することもある。
【００４７】
　図４は、植物根係着手段Ｅを構成する多孔体としての多孔板の他の実施例を示す斜視図
で、この多孔板Ｅ３は、板状に成形された軽石板により形成されている。　このような多
孔板Ｅ３を土壌層のうえに積層して、さらにその上に前記移植用芝６を載置敷設していく
。　移植用芝６の土壌面内部には、移植時にすでに芝の根が繁茂しており、多孔板Ｅ３上
に移植されると、移植時まで芝の生育容器の底面に阻止されていた芝の根は開放されて、
多孔板Ｅ２に係着しつつ多孔板Ｅ２が設置される土壌層中に急速に進出し成長する。芝は
、その根が多孔板Ｅ３に絡まった状態であり、多孔板Ｅ３は多機能突起体３を介して下地
に固着されるから、風に対する対策は万全なものとなる。　また、多孔板Ｅ３を軽石材で
構成する結果、保水機能が具現されて芝の生育に好影響をもたらす。すなわち、軽石には
無数の孔が形成されているからである。
【００４８】
　図５は、植物根係着手段Ｅを構成する多孔体を不織布で構成した実施例を示す斜視図で
、この多孔体Ｅ４は、枠体２１とその開口部に張設された不織布２５により形成されてい
る。　このような多孔体Ｅ４を土壌層のうえに積層して、さらにその上に前記移植用芝６
を載置敷設していく。　移植用芝６の土壌面内部には、移植時にすでに芝の根が繁茂して
おり、多孔体Ｅ４上に移植されると、移植時まで芝の生育容器の底面に阻止されていた芝
の根は開放されて、不織布２５に係着しつつこれを貫通して多孔体Ｅ４が設置される土壌
層中に急速に進出し成長する。芝は、その根が多孔体Ｅ４に絡まった状態であり、多孔板
Ｅ４は多機能突起体３を介して下地に固着されるから、風に対する対策は万全なものとな
る。　
【００４９】
　上述した実施例に係る植物根係着手段Ｅは、下地に張設した防水層、防根層上に土壌層
を形成し、この上若しくは土壌層中に設置することになるが、前述の図１に示したように
土壌層の下側に
イ：下地に設けられる防水層
ロ：植物根の防水層への侵出を防止するために前記防水層上に形成される防根層
ハ：防根層の上に形成される保水・保護シート
ニ：保水・保護シート上に設置され保持した水分を植物の根部に供給するとともに積層さ
れる土壌を把持するための給・排水基盤を介在させる構成により、水分供給の肝要な芝以
外の植物の生育に好ましい結果を得ることができる。
【００５０】
図１において、保水・保護シートＰ（アスファルトルーフィング材）は、円錐台形状の多
機能突起体３の防根層Ｂ表面への固着後に張設されるが、その際、アスファルトルーフィ
ング材Ｐはその所定位置に形成されたスリット部分を通して多機能突起体３を上方に突出
させるようにして張設することになる。　
【００５１】
図６は、スリットを所定箇所に形成したアスファルトルーフィング材Ｐの平面図であり、
スリット１２は所定間隔（防根層Ｂ上に設置される多機能突起体３の相互の間隔に相当）
で、中心孔の周囲に星型放射線状に形成されている。
【００５２】
図７は、図６に示したアスファルトルーフィング材Ｐの防根層Ｂへの張設作業を示す斜視
図であり、防根層Ｂ上にブラケット３aを介して所定間隔（スリット１２に形成されるス
リット１２相互の間隔に相当）で固着されている円錐台形状の中空体３の上端に、スリッ
ト１２部分に当接させて下方押し下げるようにしてアスファルトルーフィング材Ｐを防根
層Ｂ上に張設していく。　このようにして、アスファルトルーフィング材Ｐの張設は効率
よくなすことができる。
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【００５３】
　図８は、アスファルトルーフィング材Ｐに形成するスリットの他の実施例を示す平面図
である。　図８（a）は、スリット１２は中心点から放射状に形成されている例を示して
いる。　また、図８（ｂ）は、径を中心孔を中空体３の底部近傍の径に等しくし、かつ中
心孔の周囲に切り込みを形成したスリット１２を示している。スリット１２をこのように
構成することでアスファルトルーフィング材Ｐの中空体３への被着嵌合はより円滑になる
。　なお、この例では、中心孔の周囲に切り込みを入れたが、中心孔の径を中空体３の底
部外周より大きく形成すれば、周囲の切り込みは必ずしも必要ではない。
【００５４】
前述のように給・排水基盤Ｃは、一体に形成される保水部１と排水部２とを複数有してい
て、その上方には前記植物根係着手段Ｅの係止手段としても機能する中空円錐台形状の多
機能突起体３が突出している。　すなわち、この中空円錐台３は給・排水基盤Ｃの底部に
形成した孔部から土壌層Ｄの表面まで突出している。そして、植物根係着手段Ｅは多機能
突起体３等を介して屋上スラブ面の防根層Ｂに係止されている。
【００５５】
　図９に示すように、給・排水基盤Ｃの前記排水部２は、縦横に交叉連通して形成される
通直管２ａにより構成され、前記保水部１は各通直管２ａにより囲繞されて形成される凹
部空間により構成されている。　図１１は、中空円錐台形状の多機能突起体３を示す側面
図であり、前述のように、保水・保護シートＰは防根層Ｂの上に固着された多機能突起体
３がスリット１２部分を貫通させて防根層Ｂに張設されるが、給・排水基盤Ｃの保水・保
護シートＰ上への敷設も同様にしてなされるが、すなわち、次段で説明するように、給・
排水基盤Ｃの底部に形成した孔部に多機能突起体３を貫通させて給・排水基盤Ｃを給・排
水基盤Ｃの保水・保護シートＰ上へ敷設していく。
【００５６】
　図１０は、底部に孔部を形成した給・排水基盤Ｃの斜視図であり、孔部４が形成されて
いて、図１１に示すように、この孔部４に多機能突起体３を貫通させて給・排水基盤Ｃが
保水・保護シートＰ上へ敷設されていく。　図６に示すものでは、孔部４は方形に形成さ
れているが、その形状はこれに限定されることなく、三角形、円形等のいずれでもよい。
【００５７】
　さらに、図９、１１において、通直管２ａの交差部に形成される方形突部に設けた貫通
小孔と多機能突起体３の頂部形成した透孔により客土層に大気を循環させるための通気機
構が構成され、大気が前記中空体、前記排水部、客土層を介して循環可能になる。　
【００５８】
なお、多機能突起体３は上底面を有し下底面は開口する断面大形状の中空体により構成す
るとともに、この中空体３は、図１２に示すようにこれに着脱可能な頂部５を具えて、こ
の頂部５の着脱により中空体３の高さ調整を自在になし得るように構成してもよい。
【００５９】
次に、上記構成に係る給・排水基盤を使用しての屋上面における植栽装置の構築について
の一実施例を説明する。
建造物の屋上、屋根等の下地上防水層の上に防根層を貼付し、この防根層上に多機能突起
体を固着する。次いで、スリットが形成された保水・保護シートをスリットを介して前記
多機能突起体に被着して防根層の上に接合する。　そして、この保水・保護シート上に給
・排水基盤を設置することになるが、この際多機能突起体は給・排水基盤の底部に形成さ
れる孔部から突出させるようにする。
次いで、給・排水基盤に土壌層を形成するが、土壌量は多機能突起体の頭部がやや露出す
る程度に盛り土する。　土壌層に植物を植栽し必要に応じて防風ネットを被せて多機能突
起体の頂部に係止する。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本願発明に係る植栽装置の一実施例を示す一部切欠断面図である。
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【図２】植物根手段Ｅを構成する多孔体としての格子状体Ｅ１の1実施例を示す斜視図で
ある。
【図３】植物根係着手段Ｅを構成する多孔体としての多孔板Ｅ２の1実施例を示す斜視図
である。
【図４】植物根係着手段Ｅを構成する多孔体としての多孔板の他の実施例を示す斜視図で
ある。
【図５】植物根係着手段Ｅを構成する多孔体を不織布で構成した実施例を示す斜視図であ
る。
【図６】スリットを所定箇所に形成したアスファルトルーフィング材Ｐの平面図である。
【図７】図６に示したアスファルトルーフィング材Ｐの防根層Ｂへの張設作業を示す斜視
図である。
【図８】アスファルトルーフィング材Ｐに形成するスリットの他の実施例を示す平面図で
ある。
【図９】給・排水基盤Ｃにおいて、通直管により構成される保水部、排水部を示す一部切
欠斜視図である。
【図１０】底部に孔部を形成した給・排水基盤Ｃの斜視図である。
【図１１】防根層上に固着した多機能突起体と給・排水基盤Ｃおよび保水・保護シートと
の関連構成を示す断面図である。
【図１２】断面台形状の中空体で構成した多機能突起体とその高さ調整のために被せる着
脱可能な頂部とを示す断面図である。
【符号の説明】
【００６１】
Ａ．．．．．．．．防水層
Ｂ．．．．．．．．防根層
Ｃ．．．．．．．．給・排水基盤
Ｐ．．．．．．．．保水・保護シート
Ｄ．．．．．．．．土壌層
Ｅ．．．．．．．．植物根係着手段
１．．．．．．．．保水部
２．．．．．．．．排水
３．．．．．．．．多機能突起体（中空体）
６．．．．．．．．移植用芝
１２．．．．．．．スリット
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